
第 雛
一

塵正司

七
に
つ

三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

一
及
び
二
に
つ

法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
任
命
権
者
で
あ
る
内
閣
に
お
い
て
閣
議
決
定
し
て
行
っ
た

検
察
官
も
一
般
職
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
か
ら
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
に
適
用
さ
れ
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

十
五
年
に
達
し
て
い
な
い
限
り
、
検
事
総
長
に
任
命
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。

三
十
八
条
及
び
検
察
庁
法
第
二
十
条
に
定
め
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
年
齢
が
六

検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
資
格
を
有
し
、

令
和
二
年
二
月
七
日
以
前
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
例
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

黒
川

聿
冒 衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
が
半
年
間
延
長
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

い

弘
務
検
事
長
の
勤
務
期
間
の
延
長
は
、
検
察
庁
に
お
け
る
業
務
遂
行
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

て

い

て

（

く

（

か
つ
、

辮
参
事
官
池
田
事
務
官

国
家
公
務
員
法
第

2， 2 “



36
令
和
二
年
二
月
五
日
提
出

質
問
第
三
六
号

東
京
高
検
検
事
長
定
年
が
半
年
間
延
長
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

吃

A

』

蓮

廻一
提
出
者

’

＃

奥
野
総

砂Q

一

郎



五
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
延
長
は
、
検
察
庁
法
違
反
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
は
、
「
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
あ
る
通
り
国
家
公
務
員
の
定
年
に
よ

三
検
察
官
の
定
年
延
長
の
例
が
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
、
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
を
延
長
し

二
検
察
官
の
定
年
延
長
の
例
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
令
上
の
根
拠
規
定
は
何
だ
っ
た
か
。

の
通
り
質
問
す
る
。

｜
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三

た
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
そ
の
法
令
上
の
根
拠
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。

る
退
職
を
定
め
た
同
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
特
例
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
の
特
例
を
定
め

年
を
超
え
て
勤
務
（
以
下
「
検
察
官
の
定
年
延
長
」
と
い
う
。
）
し
た
例
は
あ
る
の
か
。

年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
」
と
し
、
検
事
総
長
及
び
検
察
官
の
定
年
を
定
め
て
い
る
。
検
事
総
長
及
び
検
察
官
が
こ
の
定

黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
（
六
十
二
歳
）
の
定
年
が
、
半
年
間
延
長
さ
れ
た
旨
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
に
関
し
以
下

東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
が
半
年
間
延
長
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

配
４
８
も

蔦

く

〃
０
ヴ
Ｑ

1



七
今
回
の
閣
議
決
定
に
よ
り
定
年
延
長
さ
れ
た
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
を
検
事
総
長
に
任
命
す
る
こ
と
は
、
検
察
庁
法

六
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
延
長
を
閣
議
決
定
に
よ
り
行
っ
た
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

第
二
十
二
条
上
、
可
能
か
。

右
質
問
す
る
。

《

で

〔

I

も

2
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歴商蓋書房莚函 衆 36奥野総一郎議員

歴差圃
旦月｜旦日 （水）

月 ｜乎曰 （金）
正式転送

内閣官房内閣総務官室へ

閣議資料等を提出

閣議に付議

(閣議決定後国会へ提出）

［答弁
月 /g日 （淡）

※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁！ （政府部内限り）

く

〈

｝
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右
の

東

衆
議
院
議
長

京
高令 質

問和
二
年

検
検
事
長
の
定
年
が
半
年
間
延
長
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意

主

意
書一

一

大
島

を
提
出
す
る

月
五
日

理
森

霞
提
出
者

◎

殿

奥
野

総
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②
一

郎
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室
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五
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
延
長
は
、
検
察
庁
法
違
反
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
は
、
「
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
あ
る
通
り
国
家
公
務
員
の
定
年
に
よ
る

三
検
察
官
の
定
年
延
長
の
例
が
こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
、
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
を
延
長
↓

Ｑ

下
の
通
り
質
問
す
る
。

を
超
え
て
勤
務
（
以
下
「
検
察
官
の
定
年
延
長
」
と
い
う
。
）
し
た
例
は
あ
る
の
か
。

二
検
察
官
の
定
年
延
長
の
例
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
令
上
の
根
拠
規
定
は
何
だ
っ
た
か
。

０

－
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
は
、
『
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年

も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

退
職
を
定
め
た
同
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
特
例
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
の
特
例
を
定
め
た

た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
そ
の
法
令
上
の
根
拠
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。

に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
」
と
し
《
検
事
総
長
及
び
検
察
官
の
定
年
を
定
め
て
い
る
。
検
事
総
長
及
び
検
察
官
が
こ
の
定
年

黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
（
六
十
二
歳
）
の
定
年
が
、
半
年
間
延
長
さ
れ
た
旨
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
に
関
し
以

東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
が
半
年
間
延
長
さ
れ
た
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

●

ノ

葛

〈

〆
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第
二
十
二
条
上
、
可
能
か
。

七
今
回
の
閣
議
決
定
に
よ
り
定
年
延
長
さ
れ
た
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
を
検
事
総
長
に
任
命
す
る
こ
と
は
、
検
察
庁
法

◆

六
黒
川
弘
務
東
京
高
検
検
事
長
の
定
年
延
長
を
閣
議
決
定
に
よ
り
行
っ
た
理
由
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

く

く
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癖
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口
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一
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トツプペー芝＞広報･報逝畢大臣会亜＞大臣会、等＞配者会■・専旨＞命和2年記者会見喜置＞法務大臣閣屋後鞭者会見の檀要

広報･報道･大臣会見メ
|ニュー

道･大臣会見メ法務大臣閣蟻後配者会見の概要

一
《
』
一
一
一
一
麺

》
》
』

》

》
ト
ト
ト

し

卜
ト

ト

ト
ト
ト
，

l令和弓年1月31日(金）

今朝の閣臓において‘法務省案件として,人事案件が1件‘主意書に対する答弁書が5件ありました。

続いて,私から1件報告がございます。

『所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会臓』における主要施策の工程表改訂についてです。

本日, 『所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会臓｣が持ち回りで開催され,関係省庁の取組状況を踏ま

え,この問題についての聿夢施策の工程表が改町されました。

法制審臓会民法･不動産登記法部会においては,昨年12月に中間試案が取りまとめられ’本月10日から2か月間の

バプﾘｯｸｺﾒﾝﾄの手続を行っていますが,工程表では,その結果を踏まえて法制化に向けた検肘を進め,本年中に,民
事基本法制を見直す法案を提出することとされています。

所有者不明土地等への対策を推進するに当たり,法務省の役割は極めて宜要です｡法務省としては,この問題の解決

に向け‘関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。

l東京高検検事長の人事に関する質疑について （

【記者】

本日,東京商検検事長黒川弘務氏の任期の延長が閣織で決定されました｡8月7日までということで,2月7日付けの

人事ですが,あまり例のないことだと思います｡任期延長の理由は何か教えてもらえますか。

【大臣】

黒川検事長は,令和2年2月7日限りで定年に達するところでございますが’検察庁の業務遂行上の必要性に基づ
き,引き続き勤務させることを決定したものでございます。

’ ’その他のﾒニュー

叫缶
錘
》
》
一
一
》
》

宣髄一
》
》
》
唾
》
一
一
一
》
》

回
四
回
四
回
ｎ
回
四
回
⑤
回
回
⑨
回
回
回
⑤
⑪

Iコｰﾝ被告人に対して逮捕状を取得したことに関する質疑について

【記者】

昨日,カルロス･ゴーン被告人が保釈中に不正に出国してレバノンに逃亡したとして,東京地検が,出入国管理及び難

民腿定法違反の容疑で逮捕状を取りました｡また,ゴーン被告人の出国を手助けしたとして,外国籍の男ら3人につい

ても,犯人隠避などの疑いで逮捕状を取りました｡レバノンに滞在しているゴーン被告人については‘実際に逮捕できる

かは不透明な状況にあるかと思いますが,こういう形で不法出国が明らかになった今,この問題に対する大臣の所感と
今後の対応についてお伺いいたします。

【大臣】

御指摘のとおり,それぞれ逮捕状を取得したものと承知しておりますが,現在捜査中の個別事件については.法務大

臣として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。

法務省としては,引き続き,関係国,関係機関1国際機関等と連携して,できる限りの措匠を購じてまいりたいと思いま
す。

〔

<以上）

ロページトッブへ

http:"www.mQj・gojp/hisho/kouhou/hishoO800037.html 2020/02/06
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参照条文

1．検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号） ・ ・ ・ ・

2．国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） （抄）

１
２１

更

〈



（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
六
日
）

．
（
法
律
第
六
十
一
号
）

第
一
次
吉
田
内
閣

改
正
昭
和
二
二
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
九
五
号

同
二
三
年
五
月
一
日
同
第
三
一
号

同
二
三
年
一
二
月
二
一
日
同
第
二
六
○
号

同
二
四
年
五
月
三
一
日
同
第
一
三
八
号

同
二
五
年
四
月
一
四
日
同
第
九
六
号

同
二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
八
号

同
三
六
年
六
月
二
日
同
第
一
一
一
号

同
四
四
年
五
月
一
六
日
同
第
三
三
号

同
四
六
年
一
二
月
三
一
日
同
第
一
三
○
号

同
五
三
年
六
月
二
三
日
同
第
八
二
号

同
五
八
年
一
二
月
二
日
同
第
七
八
号

平
成
二
年
七
月
一
六
日
同
第
一
○
二
号

同
二
年
一
二
月
二
二
日
同
第
一
六
○
号

同
一
六
年
三
月
三
一
日
同
第
八
号

同
一
七
年
七
月
一
五
日
同
第
八
三
号

同
三
○
年
五
月
三
○
日
同
第
三
三
号

朕
は
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
た
検
察
庁
法
を
裁
可
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公

布
せ
し
め
る
。

検
察
庁
法

○
検
察
庁
法

ぐ

（
検
察
庁
法
）
一
／
三

第
一
条
検
察
庁
は
、
検
察
官
の
行
う
事
務
を
統
括
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
。

②
検
察
庁
は
、
最
高
検
察
庁
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
区
検
察
庁

と
す
る
。

第
二
条
最
高
検
察
庁
は
、
最
高
裁
判
所
に
、
高
等
検
察
庁
は
、
各
高
等
裁
判

所
に
、
地
方
検
察
庁
は
、
各
地
方
裁
判
所
に
、
区
検
察
庁
は
、
各
簡
易
裁
判

所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
こ
れ
を
置
く
。

②
地
方
検
察
庁
は
、
各
家
庭
裁
判
所
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
と
す

う
（
》
Ｏ

③
最
高
検
察
庁
の
位
置
並
び
に
最
高
検
察
庁
以
外
の
検
察
庁
の
名
称
及
び
位

置
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

④
法
務
大
臣
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
又

は
家
庭
裁
判
所
の
支
部
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察

庁
の
支
部
を
設
け
、
当
該
検
察
庁
の
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
三
法
二
六
○
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
一
部

改
正
）

第
三
条
検
察
官
は
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
事
及
び
副
検
事

と
す
る
。

第
四
条
検
察
官
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所
に
法
の
正
当

な
適
用
を
請
求
し
、
且
つ
、
裁
判
の
執
行
を
監
督
し
、
又
、
裁
判
所
の
権
限

に
属
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
職
務
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁

判
所
に
、
通
知
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
又
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て

他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
務
を
行
う
。

く
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第
五
条
検
察
官
は
、
い
ず
れ
か
の
検
察
庁
に
属
し
、
他
の
法
令
に
特
別
の
定

の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
属
す
る
検
察
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄

区
域
内
に
お
い
て
、
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
前
条
に

規
定
す
る
職
務
を
行
う
。

第
六
条
検
察
官
は
、
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
捜
査
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
検
察
官
と
他
の
法
令
に
よ
り
捜
査
の
職
権
を
有
す
る
者
と
の
関
係
は
、
刑

事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
検
事
総
長
は
、
最
高
検
察
庁
の
長
と
し
て
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、

す
べ
て
の
検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

②
次
長
検
事
は
、
最
高
検
察
庁
に
属
し
、
検
事
総
長
を
補
佐
し
、
又
、
検
事

総
長
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
検
事
総
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務

を
行
う
。

第
八
条
検
事
長
は
、
高
等
検
察
庁
の
長
と
し
て
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、

そ
の
庁
並
び
に
そ
の
庁
の
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
地
方
検

察
庁
及
び
区
検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各
一
人
を
置
き
、
一
級
の
検
事
を
以
て
こ

れ
に
充
て
る
。

②
検
事
正
は
、
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
及
び
そ
の
庁
の
対
応
す
る

裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
在
る
区
検
察
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁
に

上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

②
上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
の
上
席
検

（

（
検
察
庁
法
）
二
／
三

’
第
十
五
条
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
各
検
事
長
は
一
級
と
し
、
し
ｋ
の
旺
免
一

察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
そ
の
庁
に
属
す
る
検
事
又

は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
副
検

事
）
が
庁
務
を
掌
理
し
、
且
つ
、
そ
の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
十
一
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監
督
す
る
検
察

官
に
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の

一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
は
、
そ
の
指
揮
監
督
す
る
検
察

官
の
事
務
を
、
自
ら
取
り
扱
い
、
又
は
そ
の
指
揮
監
督
す
る
他
の
検
察
官
に

取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
検
事
総
長
及
び
次
長
検
事
、
検
事
長
若
し
く
は
検
事
正
に
事
故
の

あ
る
と
き
、
又
は
検
事
総
長
及
び
次
長
検
事
、
検
事
長
若
し
く
は
検
事
正
が

欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
庁
の
他
の
検
察
官
が
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
順
序
に

よ
り
、
臨
時
に
検
事
総
長
、
検
事
長
又
は
検
事
正
の
職
務
を
行
う
。

②
区
検
察
庁
の
庁
務
を
掌
理
す
る
検
察
官
に
事
故
の
あ
る
と
き
又
は
そ
の

検
察
官
が
欠
け
た
と
き
は
、
検
事
正
の
指
定
す
る
他
の
検
察
官
が
、
臨
時
に

そ
の
職
務
を
行
う
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
｜
部
改
正
）

第
十
四
条
法
務
大
臣
は
、
第
四
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
検
察
官
の
事
務

に
関
し
、
検
察
官
を
一
般
に
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
個
々

の
事
件
の
取
調
又
は
処
分
に
つ
い
て
は
、
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
一
部
改
正
）

（
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第
十
六
条
検
事
長
、
検
事
及
び
副
検
事
の
職
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を
補

す
る
。

②
副
検
事
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
官
の
職
の
み
に
こ
れ
を
補
す
る
も
の
と
す

プ
（
》
Ｏ

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
一
部
改
正
）

第
十
七
条
法
務
大
臣
は
、
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
の
中
か
ら
、

高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
支
部
に
勤
務
す
べ
き
者
を
命
ず
る
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
｜
部
改
正
）

第
十
八
条
二
級
の
検
察
官
の
任
命
及
び
叙
級
は
、
左
の
資
格
の
一
を
有
す
る

者
に
就
い
て
こ
れ
を
行
う
。

一
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
者

二
裁
判
官
の
職
に
在
っ
た
者

三
三
年
以
上
政
令
で
定
め
る
大
学
に
お
い
て
法
律
学
の
教
授
又
は
准
教
授

の
職
に
在
っ
た
者

②
副
検
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
政
令
で
定
め
る
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
の
選
考
を
経

た
も
の
の
中
か
ら
も
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項

の
試
験
に
合
格
し
た
者

は
、
内
閣
が
行
い
、
天
皇
が
、
こ
れ
を
認
証
す
る
。

②
検
事
は
、
｜
級
又
は
二
級
と
し
、
副
検
事
は
、
二
級
と
す
る
。

（
昭
二
四
法
一
三
八
・
一
部
改
正
）

（

（
検
察
庁
法
）
三
／
二

第
十
九
条
一
級
の
検
察
官
の
任
命
及
び
叙
級
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
格

の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
う
。

一
八
年
以
上
二
級
の
検
事
、
判
事
補
、
簡
易
裁
判
所
判
事
又
は
弁
護
士
の

職
に
在
っ
た
者

二
最
高
裁
判
所
長
官
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
高
等
裁
判
所
長
官
又
は
判
事

の
職
に
在
っ
た
者

三
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
資
格
を
得
た
後
八
年
以
上
法
務
省

の
事
務
次
官
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
若
し
く
は
裁
判
所
調
査
官
又
は
二

級
以
上
の
法
務
事
務
官
、
法
務
教
官
、
裁
判
所
事
務
官
、
司
法
研
修
所
教

官
若
し
く
は
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
の
職
に
在
っ
た
者

四
前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
資
格
を
有
し
一
年
以
上
一
級
官
吏

の
職
に
在
っ
た
者

②
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
各
職
の
在
職
年
数
は
、
こ
れ
を
通

算
す
る
。

③
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
同
条
第
一
項
第
一
号
の

二
三
年
以
上
政
令
で
定
め
る
二
級
官
吏
そ
の
他
の
公
務
員
の
職
に
在
っ
た

者

③
三
年
以
上
副
検
事
の
職
に
在
っ
て
政
令
で
定
め
る
考
試
を
経
た
者
は
、
第

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
二
級
の
検
事
に
任
命
及
び
叙
級
す
る

こ
と
が
で
き
る
．

（
昭
二
四
法
一
三
八
・
昭
五
八
法
七
八
・
平
一
一
法
一
六
○
・
平
一
七

法
八
三
・
一
部
改
正
）

（
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第
二
十
三
条
検
察
官
が
心
身
の
故
障
、
職
務
上
の
非
能
率
そ
の
他
の
事
由
に

因
り
そ
の
職
務
を
執
る
に
適
し
な
い
と
き
は
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び

検
事
長
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
適
格
審
査
会
の
議
決
及
び
法
務
大
臣
の
勧
告

を
経
て
、
検
事
及
び
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
適
格
審
査
会
の
議
決
を

経
て
、
そ
の
官
を
免
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
検
察
官
は
、
左
の
場
合
に
、
そ
の
適
格
に
関
し
、
検
察
官
適
格
審
査
会
の

審
査
に
付
さ
れ
る
。

一
す
べ
て
の
検
察
官
に
つ
い
て
三
年
ご
と
に
定
時
審
査
を
行
う
場
合

二
法
務
大
臣
の
請
求
に
よ
り
各
検
察
官
に
つ
い
て
随
時
審
査
を
行
う
場
合

三
職
権
で
各
検
察
官
に
つ
い
て
随
時
審
査
を
行
う
場
合

③
検
察
官
適
格
審
査
会
は
、
検
察
官
が
心
身
の
故
障
、
職
務
上
の
非
能
率
そ

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他
の

検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

第
二
十
一
条
検
察
官
の
受
け
る
俸
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ
を
定

め
る
。

資
格
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
三
法
二
六
○
・
昭
二
四
法
一
三
八
・
昭
二

五
法
九
六
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
平
一
六
法
八
・
｜
部
改
正
）

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に
任
命
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
検

察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

｜
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

二
弾
劾
裁
判
所
の
罷
免
の
裁
判
を
受
け
た
者

（

（
検
察
庁
法
）
四
／
｜
’

の
他
の
事
由
に
因
り
そ
の
職
務
を
執
る
に
適
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、

そ
の
議
決
を
法
務
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
務
大
臣
は
、
検

察
官
適
格
審
査
会
か
ら
検
察
官
が
そ
の
職
務
を
執
る
に
適
し
な
い
旨
の
議
決

の
通
知
の
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
議
決
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、

検
事
総
長
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
察
官
の
罷
免
の

勧
告
を
行
い
、
検
事
及
び
副
検
事
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
罷
免
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

④
検
察
官
適
格
審
査
会
は
、
法
務
省
に
置
か
れ
る
も
の
と
し
、
国
会
議
員
、

裁
判
官
、
弁
護
士
、
日
本
学
士
院
会
員
及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
選
任
さ

れ
た
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
と
な
る

国
会
議
員
は
、
衆
議
院
議
員
四
人
及
び
参
議
院
議
員
二
人
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
い
て
こ
れ
を
選
出
す
る
。

⑤
検
察
官
適
格
審
査
会
に
、
委
員
一
名
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
予
備
委
員

を
置
く
。

⑥
各
委
員
の
予
備
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
委
員
と
同
一
の
資
格
の
あ
る
者

の
中
か
ら
、
こ
れ
を
選
任
す
る
。
但
し
、
予
備
委
員
と
な
る
国
会
議
員
は
、

そ
れ
ぞ
れ
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
い
て
こ
れ
を
選
出
す
る
。

⑦
委
員
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
予
備
委

員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

⑧
前
七
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
検
察
官
適
格
審
査
会
に
関
す
る
事
項
は
、

政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
昭
二
三
法
三
一
。
全
改
、
昭
二
四
法
一
三
八
・
昭
二
七
法
二
六
八
・

昭
五
八
法
七
八
・
平
二
法
一
○
二
・
一
部
改
正
）

（
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第
二
十
四
条
検
事
長
、
検
事
又
は
副
検
事
が
検
察
庁
の
廃
止
そ
の
他
の
事
由

に
因
り
剰
員
と
な
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
そ
の
検
事
長
、
検
事
又
は

副
検
事
に
俸
給
の
半
額
を
給
し
て
欠
位
を
待
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
｜
部
改
正
）

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反
し

て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職
務
を
停
止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
六
条
最
高
検
察
庁
に
検
事
総
長
秘
書
官
を
置
く
．

②
検
事
総
長
秘
書
官
は
、
。
綱
と
す
る
。

③
検
事
総
長
秘
書
官
は
、
検
事
総
長
の
命
を
受
け
て
機
密
に
関
す
る
事
務
を

掌
る
。

第
二
十
七
条
検
察
庁
に
検
察
事
務
官
を
置
く
。

②
検
察
事
務
官
は
、
二
級
又
は
三
級
と
す
る
。

③
検
察
事
務
官
は
、
上
官
の
命
を
受
け
て
検
察
庁
の
事
務
を
掌
り
、
又
、
検

察
官
を
補
佐
し
、
又
は
そ
の
指
揮
を
受
け
て
捜
査
を
行
う
。

第
二
十
八
条
検
察
庁
に
検
察
技
官
を
置
く
。

②
検
察
技
官
は
、
二
級
又
は
三
級
と
す
る
。

③
検
察
技
官
は
、
検
察
官
の
指
揮
を
受
け
て
技
術
を
掌
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
削
除

（
昭
四
四
法
三
三
）

第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自
の
取
り
扱
う

べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る
。

第
三
十
二
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

（

（
検
察
庁
法
）
五
／
二

附
則

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

プ
（
》
Ｏ

（
施
行
の
日
Ⅱ
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
）

第
三
十
四
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
の
し

た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高
検
察
庁
の

検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
従
前
の
検
事
長
、
控

訴
院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検

事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め

る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
の
し

た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

第
三
十
五
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審
院
検
事
に
あ

て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事
総
長
又
は
最
高

検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、

従
前
の
検
事
長
、
控
訴
院
検
事
、
従
前
の
検
事
正
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若

し
く
は
区
裁
判
所
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
は
、

こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正

第
三
十
二
条
の
こ
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条
及
び
第

二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と
責

任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

（
昭
二
四
法
一
三
八
・
追
加
）

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
一
部
改
正
）

（
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又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
あ
て
て
さ
れ
た
事
件
の
送
致
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
。

第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い
た
め
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ
の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を

取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
二
二
法
一
九
五
・
昭
二
七
法
二
六
八
・
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
第
十

八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
を
得
た
時
に

司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に

弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
で
弁
護
士
の
在
職
年
数
が
こ
の
法
律
施
行
後

に
お
い
て
三
年
に
達
す
る
者
に
つ
い
て
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
も
同
様
と
す

デ
（
）
。

②
こ
の
法
律
施
行
前
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を

終
え
考
試
を
経
た
者
又
は
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
弁
護
士
試
補
た
る
者
で

一
年
六
箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も

の
と
み
な
す
。

③
弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
制
令

第
四
号
）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第
七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護

士
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
十
六
号
）
に
よ
る
弁
護
士
（
以
下
外
地
弁
護
士

と
称
す
る
。
）
の
職
に
在
っ
た
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
外
地
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
三
年
以
上
に
な
る
も
の
又
は
外
地
弁

護
士
及
び
弁
護
士
の
在
職
の
年
数
が
通
じ
て
三
年
以
上
に
な
る
も
の
は
、
そ

ぐ

（
検
察
庁
法
）
六
／
一
一

の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る
弁
護
士
試
補
と
し
て
一
年
六

箇
月
以
上
の
実
務
修
習
を
終
え
考
試
を
経
た
も
の
は
、
そ
の
考
試
を
経
た
時

に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
も
の
と
み
な
す
。

（
昭
二
四
法
一
三
八
・
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条
裁
判
所
構
成
法
に
よ
る
検
事
若
し
く
は
判
事
の
在
職
又
は
同
法

に
よ
る
検
事
た
る
資
格
を
有
す
る
者
の
司
法
省
各
局
長
、
司
法
省
調
査
部
長
、

司
法
省
調
査
官
、
司
法
書
記
官
、
司
法
研
究
所
指
導
官
、
司
法
研
究
所
事
務

官
、
司
法
省
参
事
官
、
少
年
審
判
官
、
領
事
官
、
朝
鮮
総
督
府
検
事
、
朝
鮮

総
督
府
判
事
、
台
湾
総
督
府
法
院
検
察
官
、
台
湾
総
督
府
法
院
判
官
、
関
東

法
院
検
察
官
、
関
東
法
院
判
官
、
南
洋
庁
検
事
若
し
く
は
南
洋
庁
判
事
の
在

職
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
二

級
の
検
事
の
在
職
と
み
な
す
。

（
昭
二
三
法
二
六
○
・
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条
の
二
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
琉
球
諸
島
及
び
大

東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

前
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
令
（
以
下
「
沖
縄
法
令
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
る
検
察
官
、
裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

在
職
の
年
数
の
う
ち
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た

後
の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
後
の
も
の
（
沖
縄
法
令
の

規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二

年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た

者
に
あ
っ
て
は
そ
の
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、
弁
護
士
と
な

る
資
格
を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）
は
、

く
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第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
二
級
の
検
事
の
在

職
の
年
数
と
み
な
す
。

２
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉
球
高
等
検
察

庁
事
務
局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
室
長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職

に
あ
っ
た
年
数
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定

に
よ
る
検
察
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

３
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上
訴
裁
判
所
事
務
局
長

又
は
琉
球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年

数
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修

習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年
数

に
限
る
。（
昭
四
六
法
一
三
○
・
追
加
）

第
三
十
九
条
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
奏
任
文

官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と
あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を

含
む
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市
町
村
の
職
員

で
あ
っ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

公
務
員
の
職
に
あ
っ
た
者
と
み
な
す
。

（
昭
四
六
法
一
三
○
・
追
加
）

第
四
十
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検
事
又
は
地
方

裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発

せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ

ぐ

（
検
察
庁
法
）
七
／
二

れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
高
等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ

た
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判
所
書
記
の
職

に
在
っ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官
の
職
に
在
る
者
は
、
別
に

辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
現
に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に

任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は
二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、

三
級
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
四
十
二
条
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の
法
律
中
「
検

事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管
轄
裁
判
所
ノ
検
事
」
を
「
管
轄
裁
判
所
二
対

応
ス
ル
検
察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め
る
。

附
則
（
昭
和
一
三
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
九
五
号
）

第
十
七
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
後
六
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
こ
れ
を

施
行
す
る
。

第
十
八
条
こ
の
法
律
施
行
前
に
お
け
る
司
法
次
官
、
司
法
事
務
官
及
び
司
法

教
官
の
在
職
は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
四
条

並
び
に
検
察
庁
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
夫
々
法
務
庁
の

各
長
官
、
法
務
庁
事
務
官
及
び
法
務
庁
教
官
の
在
職
と
み
な
す
。

附
則
（
昭
和
二
三
年
五
月
一
日
法
律
第
三
一
号
）
抄

①
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
二
日
法
律
第
二
六
○
号
）
抄

第
十
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一
三
八
号
）

１
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

く
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２
従
前
の
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
該
当
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
こ
の
法
律
施
行
前
に
お
け
る
法
務
庁
の
各
長
官
、
法
務
庁
事
務
官
及
び
法

務
庁
教
官
の
在
職
は
、
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

法
務
府
の
各
長
官
、
法
務
府
事
務
官
及
び
法
務
府
教
官
の
在
職
と
み
な
す
。

附
則
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
四
日
法
律
第
九
六
号
）
抄

１
こ
の
法
律
の
う
ち
、
裁
判
所
法
第
六
十
一
条
の
二
、
第
六
十
一
条
の
三
及

び
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
、
検
察
審
査
会
法
第
六
条
第
六
号
の
改
正
規
定

中
少
年
調
査
官
及
び
少
年
調
査
官
補
に
関
す
る
も
の
並
び
に
少
年
法
の
改
正

規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
そ
の
他
の

部
分
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
八
号
）
抄

１
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
従
前
の
機
関
及
び
職
員
は
、
こ
の
法
律
に
基
く
相
当
の
機
関
及
び
職
員
と

な
り
、
同
一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

４
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
法
務
府
の
各
長
官
、
法
務
総
裁
官
房
長
、

法
務
府
事
務
官
及
び
法
務
府
教
官
の
在
職
は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
、
第

四
十
二
条
（
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
四
条
、
検
察
庁
法
第
十
九
条
、

弁
護
士
法
第
五
条
並
び
に
司
法
書
士
法
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
法
務
省
の
事
務
次
官
、
法
務
事
務
官
及
び
法
務
教
官
の
在
職
と
み

な
す
。

（
昭
五
三
法
八
二
・
一
部
改
正
）

く

（
検
察
庁
法
）
八
／
二

附
則
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
日
法
律
第
一
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
廃
止
）

２
行
政
機
関
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

（
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
暫
定
措
置
）

３
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て

雇
用
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
常
勤
の
職
員
は
、
当
分
の
間
、
国
家
行
政
組

織
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
定
員
の
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
未
帰
還
職
員
）

Ⅱ
未
帰
還
職
員
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
則
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
六
日
法
律
第
三
三
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

附
則
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
法
律
第
一
三
○
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
効
力
発
生
の
日
Ⅱ
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
）

〈
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附
則
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
三
日
法
律
第
八
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
）

１
こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

２
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て

い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関
係

政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必

要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又

は
改
廃
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
（
平
成
二
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
○
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
の
日
Ⅱ
平
成
一
三
年
一
月
六
日
）

一
略

二
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、

第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

く

（
検
察
庁
法
）
九
／
三

○
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
施
行
法
（
平
成
二
法
律
一
六
○
）
抄

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
千
三
百
一
条
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
及
び
こ
の
法
律
（
以
下
「
改
革
関

係
法
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の

機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知

そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係

法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ

い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の

他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

２
改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
際
現
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関

に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
は
、
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の

施
行
後
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
さ

れ
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国
の
機
関
に
対

し
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
事
項
で
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関

係
法
等
の
施
行
後
は
、
こ
れ
を
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
相
当

規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て

施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

診
逸
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い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の
法
令
の
規
定
を
適

用
す
る
。

（
従
前
の
例
に
よ
る
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
千
三
百
二
条
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
、

従
前
の
国
の
機
関
が
す
べ
き
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他
の

処
分
若
し
く
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
又
は
従
前
の
国
の
機
関
に
対
し
て
す
べ

き
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
は
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
の

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
、
相
当
の
国
の
機
関
が
す
べ
き
も
の
と
し
、
又
は
相
当
の
国
の
機
関
に
対

し
て
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

（
裁
判
所
法
等
に
係
る
資
格
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
千
三
百
十
六
条
改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
お
け
る
従
前
の
法
務
省
の
事

務
次
官
、
法
務
事
務
官
及
び
法
務
教
官
の
在
職
は
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
（
判
事
補
の
職
権
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
十
四
条
並
び
に
検
察
庁
法
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
改
革
関
係
法
等
の
施
行
後
に
お
け
る
法
務
省
の
事
務
次
官
、
法

務
事
務
官
及
び
法
務
教
官
の
在
職
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
千
三
百
四
十
四
条
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
及
び
第
千
三
百
一

条
か
ら
前
条
ま
で
並
び
に
中
央
省
庁
等
改
革
関
係
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

改
革
関
係
法
等
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措

蓮

（
検
察
庁
法
）
一
○
／
二 附

則
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
裁
判
所
法
等
に
係
る
資
格
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
の
在
職

は
、
裁
判
所
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
（
判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
四
条
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
九
条
並
び
に
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
職
員
総

合
研
修
所
教
官
の
在
職
と
み
な
す
。

置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
六
○
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一

月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条

第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定

公
布
の
日

く

’
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附
則
（
平
成
一
七
年
七
月
一
五
日
法
律
第
八
三
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

一
及
び
二
略

三
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
八
条

（
平
三
○
法
三
三
・
一
部
改
正
）

附
則
（
平
成
三
○
年
五
月
三
○
日
法
律
第
三
三
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で
略

四
第
三
条
中
特
許
法
第
百
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
百
九
条
の
見
出

し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
百
九
十

五
条
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
九
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、

同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（

（
検
察
庁
法
）
一
一
／
一
一

（
平
成
三
一
年
政
令
第
一
号
で
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）

亀
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○
国
家
公
務
員
法

改
正

同同同同同同同同同 同
二
五
年
四
月
三
日
同
第
九
五
号

同同同同同同同 昭
和
一
三
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第
一
九
五
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
五
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
五
八
号

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
五
二
号

二
七
年

二
七
年

二
七
年
四
月
二
六
日
同
第
九
七
号

二
七
年

二
六
年
一
二
月
二
一
日
同
第
三
一
四
号

二
六
年

二
四
年

二
五
年

二
四
年

二
四
年

二
三
年
一
二
月
二
二
日
同
第
二
六
五
号

二
三
年
一
二
月
二
一
日
同
第
二
五
八
号

一
一
一
一
一

年
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
）

月
六
月
二
一
日
同
第
二
○
七
号

六
月
一
○
日
同
第
一
七
四
号

三
月
三
一
日
同
第
四
一
号

三
月
三
○
日
同
第

三
月
三
一
日
同
第
四
九
号

↑
ハ
ロ
洞

三
月
三
○
日
同
第

五
月
三
一
日
同
第
一
二
五
号

く
三
日
同
第
二
二
二
号

｜
日
同
第
一
七
四
号

（
法
律
第
百
二
十
号
）

第
一
回
特
別
国
会

（
国
家
公
務
員
法
）

片
山
内
閣

五
九
号

一

－

号

一
／
九
八

、

~~、
／ く

同
四
一
年
六
月
二
八
日
同
第
八
九
号

同
四
○
年

同
四
○
年
五
月
一
八
日
同
第

同同 同
三
七
年
九
月
一
五
日
同
第
一
六
一
号

同同同同同同同 同
三
四
年
四
月
一
五
日
同
第
一
三
七
号

同同同同 同
三
一
年
六
月
二
日
同
第
一
四
○
号

同 同
三
一
年
三
月
一
七
日
同
第

同同

三
八
年

三
九
年

三
七
年

三
七
年

三
七
年

三
七
年
四
月
一
六
日
同
第
七
七
号

三
五
年

三
五
年

三
四
年

三
三
年
四
月
二
四
日
同
第
七
八
号

三
三
年
四
月
二
五
日
同
第
八
六
号

一
一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

二
九
年

二
七
年
七
月
三
一
日
同
第
二
六
八
号

年年 年

｛
ハ
ロ
河

六
月
二
九
日
同
第
一
一
八
号

六
月
一
三
日
同
第
二
一
号

五
月
一
六
日
同
第
一
四
○
号

五
月
一
五
日
同
第
一
三
二
号

五
月
一
一
日
同
第
一
二
二
号

六
月
三
○
日
同
第
二
三
号

三
月
一
二
一
日
同
第

五
月
一
五
日
同
第
一
六
三
号

一
ハ
ロ
洞

六
月
二
六
日
同
第
一
六
一
号

三
月
二
四
日
同
第

六
月
九
日
同
第
一
六
四
号

三
日
同
第
二
六
号

｜
日
同
第
一
五
八
号

六
九
号

三
○
号

一
二
口
万

二
・
七
号
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第
三
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
官
職
に
就
く
能
力
を
有
し
な
い
。

｜
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

二
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い

法
律
又
は
人
事
院
規
則
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
採
用
、
昇

任
、
降
任
又
は
転
任
の
い
ず
れ
か
一
の
方
法
に
よ
り
、
職
員
を
任
命
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
但
し
、
人
事
院
が
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
任
命
の
方

法
を
指
定
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
昭
二
三
法
二
二
二
・
一
部
改
正
）

（
採
用
の
方
法
）

第
三
十
六
条
職
員
の
採
用
は
、
競
争
試
験
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

係
員
の
官
職
（
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
的
な
官
職
が
係
員
で

あ
る
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
官
職
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
官
職
と
し
て
人

事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
官
職
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
人
事
院
規
則
で
定
め

る
場
合
に
は
、
競
争
試
験
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
く
試
験
（
以
下
「
選

考
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
昭
二
三
法
二
二
二
・
平
一
九
法
一
○
八
・
平
二
六
法
二
二
・
｜
部
改

正
）

第
三
十
七
条
削
除

（
平
一
九
法
一
○
八
）

（
欠
格
条
項
）

〔

（
国
家
公
務
員
法
）
一
六
／
九
八

（
人
事
に
関
す
る
不
法
行
為
の
禁
止
）

第
三
十
九
条
何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
項
を
実
現
す

る
た
め
に
、
金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
授
受
し
、
提
供
し
、
要
求
し
、
若
し
く

は
授
受
を
約
束
し
た
り
、
脅
迫
、
強
制
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
を
用
い

た
り
、
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
わ
ず
、
公
の
地
位
を
利
用
し
、
又
は

そ
の
利
用
を
提
供
し
、
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ

ら
の
行
為
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
退
職
若
し
く
は
休
職
又
は
任
用
の
不
承
諾

二
採
用
の
た
め
の
競
争
試
験
（
以
下
「
採
用
試
験
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
任
用
の
志
望
の
撤
回
又
は
任
用
に
対
す
る
競
争
の
中
止

三
任
用
、
昇
給
、
留
職
そ
の
他
官
職
に
お
け
る
利
益
の
実
現
又
は
こ
れ
ら

の
こ
と
の
推
薦

（
平
一
九
法
一
○
八
・
｜
部
改
正
）

（
人
事
に
関
す
る
虚
偽
行
為
の
禁
止
）

第
四
十
条
何
人
も
、
採
用
試
験
、
選
考
、
任
用
又
は
人
事
記
録
に
関
し
て
、

者
三
人
事
院
の
人
事
官
又
は
事
務
総
長
の
職
に
あ
っ
て
、
第
百
九
条
か
ら
第

百
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

四
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に

成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団

体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

（
昭
二
三
法
二
二
二
・
平
一
一
法
一
五
一
・
平
一
九
法
一
○
八
・
令
元

法
三
七
・
一
部
改
正
）

（
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三
当
該
幹
部
職
員
に
つ
い
て
、
欠
員
を
生
じ
、
若
し
く
は
生
ず
る
と
見
込

ま
れ
る
他
の
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
が
他
の
候
補
者
と
比
較
し
て
十
分
で

な
い
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
若
し
く

は
他
の
官
職
の
職
務
を
行
う
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
幹
部
職
員

が
当
該
他
の
官
職
に
現
に
就
い
て
い
る
他
の
職
員
よ
り
優
れ
た
業
績
を
挙

げ
る
こ
と
が
十
分
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
要
件

に
該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
転
任
さ
せ
る
べ
き
適
当
な
官
職
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
幹
部
職
員
の
任
用
を
適
切
に
行
う
た
め
当
該
幹
部

職
員
を
降
任
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
そ

の
他
の
場
合

（
平
二
六
法
二
二
・
追
加
）

（
本
人
の
意
に
反
す
る
休
職
の
場
合
）

第
七
十
九
条
職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
又
は
人
事
院
規
則

で
定
め
る
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
こ
れ
を
休
職

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
心
身
の
故
障
の
た
め
、
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合

二
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合

（
昭
二
三
法
二
二
二
・
一
部
改
正
）

（
休
職
の
効
果
）

第
八
十
条
前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
人
事
院
規
則
で
こ

れ
を
定
め
る
。
休
職
期
間
中
そ
の
事
故
の
消
滅
し
た
と
き
は
、
休
職
は
当
然

終
了
し
た
も
の
と
し
、
す
み
や
か
に
復
職
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
そ
の
事
件
が
裁
判
所
に
係

（

（
国
家
公
務
員
法
）
三
二
／
九
八

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
定

年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十

属
す
る
間
と
す
る
。

③
い
か
な
る
休
職
も
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
然
に
終
了
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

④
休
職
者
は
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し
な
い
。

休
職
者
は
、
そ
の
休
職
の
期
間
中
、
給
与
に
関
す
る
法
律
で
別
段
の
定
め
を

し
な
い
限
り
、
何
ら
の
給
与
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
昭
二
三
法
二
二
二
。
平
一
九
法
一
○
八
・
｜
部
改
正
）

（
適
用
除
外
）
。

第
八
十
一
条
次
に
掲
げ
る
職
員
の
分
限
（
定
年
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
か
ら
前
条

ま
で
及
び
第
八
十
九
条
並
び
に
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
八
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
臨
時
的
職
員

二
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員

②
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
分
限
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
で
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
二
三
法
二
二
二
・
昭
三
七
法
一
六
一
・
昭
五
六
法
七
七
・
平
一
九

法
一
○
八
・
平
二
六
法
六
九
・
一
部
改
正
）

第
二
目
定
年

（
昭
五
六
法
七
七
・
追
加
）

（
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一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法
律
で
別

に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日

（
以
下
「
定
年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
に
退
職
す
る
。

②
前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
定
年
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
年
齢
と
す
る
．

一
病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
等
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
勤
務
す

る
医
師
及
び
歯
科
医
師
年
齢
六
十
五
年

二
庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
す
る
職

員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
年
齢
六
十
三
年

三
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が
あ
る

こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
定
年
を
年
齢
六
十
年

と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
を
占
め
る
職
員
で
人

事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
六
十
年
を
超
え
、
六
十
五
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢

③
前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て

任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
に
は
適

用
し
な
い
。
（
昭
五
六
法
七
七
・
追
加
）

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
定
年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職
務
の

特
殊
性
又
は
そ
の
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
か
ら
み
て
そ
の
退

職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理

〈

（
国
家
公
務
員
法
）
三
三
／
九
八

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
）

第
八
十
一
条
の
四
任
命
権
者
は
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

退
職
し
た
者
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
若
し

く
は
定
年
退
職
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
等
を
考
慮
し
て
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
「
定
年
退
職

者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
っ
て

定
年
退
職
者
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
次
条
に

お
い
て
「
自
衛
隊
法
に
よ
る
定
年
退
職
者
等
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤

務
実
績
等
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定

め
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ

の
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年

退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、

そ
の
職
員
を
当
該
職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
存
す
る
と
認
め

ら
れ
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限

は
、
そ
の
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
昭
五
六
法
七
七
・
追
加
）

（
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②
前
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
人
事
院

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

③
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
末
日
は
、
そ
の
者
が
年

齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
以
前
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
法
八
三
・
全
改
、
平
二
六
法
二
二
・
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条
の
五
任
命
権
者
は
、
定
年
退
職
者
等
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る
定

年
退
職
者
等
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
等
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
当
該
官
職
を
占
め

る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
も
の
を
占
め
る
職
員

の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で
あ
る
も
の
を
い

う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

③
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
定
年
退
職
者
等
及
び
自
衛
隊
法
に
よ

る
定
年
退
職
者
等
の
う
ち
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
官
職
に
係
る
定
年
に
達
し
た
者
に
限

り
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
平
二
法
八
三
・
追
加
）

（
定
年
に
関
す
る
事
務
の
調
整
等
）

第
八
十
一
条
の
六
内
閣
総
理
大
臣
は
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
事
務
の
適
正

く

（
国
家
公
務
員
法
）
三
四
／
九
八

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
各
行
政
機
関
が
行
う
当
該
事
務
の
運
営
に
関
し

必
要
な
調
整
を
行
う
ほ
か
、
職
員
の
定
年
に
関
す
る
制
度
の
実
施
に
関
す
る

施
策
を
調
査
研
究
し
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
方
策
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
昭
五
六
法
七
七
・
追
加
、
平
二
法
八
三
・
旧
第
八
十
一
条
の
五
繰

下
）

第
二
款
懲
戒

（
懲
戒
の
場
合
）

第
八
十
二
条
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
れ
に
対
し
懲
戒
処
分
と
し
て
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又
は
戒
告
の
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
こ
の
法
律
若
し
く
は
国
家
公
務
員
倫
理
法
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ

く
命
令
（
国
家
公
務
員
倫
理
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
訓
令
及

び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
を
含
む
。
）
に
違
反
し
た
場
合

二
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
場
合

三
国
民
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

②
職
員
が
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
特
別
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
、
地

方
公
務
員
又
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
若

し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る

も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
職
国
家
公
務
員
等
」

と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
引
き
続
き
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
し

て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
当
該
退
職
を
前
提
と
し
て
職
員
と
し
て
採
用

さ
れ
た
場
合
（
一
の
特
別
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続

く
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東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問主意書

（衆質問第36号：奥野総一郎君）に関する参考資料
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用例（問一及び二関連）

． 「○○（元号）○年○月○日以前において」の例

○衆議院議員秋葉賢也君提出天下りの実態に関する質問に対する答弁書（平成21年1

2月4日）

四の1について

お尋ねの職員の事例については、平成二十年十二月三十日以前においては、府省庁に

よるあっせんが規制されていない状況であったこともあり、府省庁によるあっせんの有

無を把握していないため、 「天下り」に該当するか否かについてお答えすることは困難で

ある。

． 「お尋ねの「○」については把握していない」の例

○衆議院議員柿沢未途君提出災害拠点病院等における災害時の長期停電対策に関する質

問に対する答弁書（平成31年2月26日）

三について

お尋ねの「事例」については把握していない。

く

《

－2－



〈
回

【問三力 ら六まで】。

〈
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用例（問三から六まで関連）

。 「○○○○（氏名）検事長」の例

○衆議院議員浅野貴博君提出懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問に対する答

弁書（平成24年6月29日）

一の①及び③、二の①及び⑥、三の①及び⑥並びに四の①及び⑥について

お尋ねの検察官の行為の中には、刑法（明治四十年法律第四十五号）などの法令に違

反するものが含まれているところ、 このうち、前田恒彦検事は、平成二十一年七月に、

公判の紛糾及び上司からの叱責を避けるため、公判係属中の事件の証拠であるフロッピ

ーディスクに記録された文書データを変造したものであり、 この行為は、刑法第百四条

の証拠隠滅罪に該当し、大坪弘道検事及び佐賀元明検事は、平成二十二年二月に、前田

恒彦検事が証拠隠滅の罪を犯したことを知りながら、これを知った他の検事に他言を禁

じ、前田恒彦検事に対し、当該データの改変は過誤によるものとして説明するよう指示

するなどした上、当該データが過誤によって改変された可能性はあるが改変の有無を確

定できず、改変されていたとしても過誤にすぎない旨事実をすり替えて捜査を行わず､

また、次席検事及び検事正に対しても、虚偽の報告をし、検事正らをして、捜査は不要

と誤信させることにより、証拠隠滅罪の犯人である前田恒彦検事を隠避させたものであ

り、 この行為は、同法第百三条の犯人隠避罪に該当し、また、三浦正晴検事長について

は、前田恒彦検事による前記証拠隠滅の事実につき、同検事に対する指導監督が不適正

であったものであるが、 これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対す

る懲戒処分の公表に当たっては、 「懲戒処分の公表指針について」 （平成十五年十一月十

日付け総参一七八六人事院事務総長通知）を踏まえ、個人が識別されない内容のものと

することを基本としており、お尋ねの「詳しい経緯」を明らかにすることにより、特定

の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。

､また、お尋ねの「処分が決定した時期」については、その意味するところが明らかで

ないため、お答えすることは困難である。

く

． 「勤務期間の延長」の例

○参議院議員古賀之士君提出統合幕僚長の定年延長に関する再質問に対する答弁書（平

成29年6月27日）

三について

お尋ねの「自衛隊の統合幕僚長の適格者」の具体的に意味するところが必ずしも明ら

かではないが、河野克俊統合幕僚長の勤務期間の延長については、先の答弁書（平成二

十九年六月十三日内閣参質一九三第一一九号）においてお答えしたとおりである。

《

。 「業務遂行上の」の例

○衆議院議員河村たかし君提出整理回収機構の債権回収業務に関する質問に対する答弁

書（平成18年12月15日）

十一及び十二について

RCCにおいては、債権の買取価格は業務遂行上の重要な情報であり、これを開示す

ることは債権を譲渡した金融機関及びRCCの正当な利益を害するおそれがあるため、
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その開示をしていないと承知している。

。 「必要性に基づ（〈）」の例

○衆議院議員長妻昭君提出交際費に関する質問に対する答弁書(平成20年10月3日）

一から三までについて

御指摘の件についての事実関係は、確認していない。一般的に、交際費は、企業経営

上の必要性に基づき、会社の判断と責任において個別に支出されるものと認識している

が、政府としては、必要に応じて、適切に対応してまいりたい。

。 「であるから」の例

○衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の

受入れ人数等に関する質問に対する答弁書（平成SO年11月27日）

三及び四について

「特定技能第二号」への在留資格の変更の許可をするか否か、また、永住許可をする

か否かについては、個別の事案ごとの判断であるから、お尋ねについてお答えすること

は困難である。

く

． 「一般職の国家公務員に適用される」の例

○衆議院議員泉房穗君提出高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する再質問に対する
答弁書（平成17年6月20日）

二から四までについて

介護保険制度においては、一般に、事業者と利用者の間に契約が存在していること及

び当該契約が有効であることを前提に、保険者は保険給付を行っているが、裁判所の判

断等により当該契約が存在せず、又は無効であることが明らかになった場合は、個々の

場合の状況を踏まえながら、保険給付を行うかどうかを判断することとなる。

国会法第七十五条第二項に規定する質問主意書に対しては、当該質問に則して答弁を

しているところであるが、先の答弁書（平成十七年四月十二日内閣衆質一六二第四四号）

においても、質問に則して、保険給付が行われる法的根拠をお答えしたものであり、同

項に違反するものではない。

国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用されるものであり、厚生労働大臣には適

用されないが、同法が適用される厚生労働事務次官についても、同法第八十二条第一項

に規定する懲戒処分に該当する事由はなかったと考えている。

《

． 「第○項の規定により」の例

○衆議院議員城井崇君提出民有地のがけ崩れ等の災害対策の推進に関する質問に対する
答弁書（平成30年11月SO日）

一について

お尋ねについては、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾

斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第十二条第

一項の規定により、急傾斜地崩壊防止工事（以下「工事」 という。）のうち急傾斜地の所
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有者等が施行することが困難又は不適当と認められる等の要件を満たすものについては

都道府県が施行するものとされ、急傾斜地に崩壊が生じる等した場合に都道府県が施行

する工事に対し国が補助を行うなど、同法に基づく必要な措置等を講じているところで

ある。

． 「任命権者である○○において」の例

○参議院議員尾辻かな子君提出性同一性障害等の性的マイノリティに対する偏見や差別

を助長しかねない教員採用試験における適性検査の実態とその改善等に関する質問に対

する答弁書（平成25年7月2日）

三について

教員の採用選考において具体的にどのような適性検査を実施するのかについては、教

員の任命権者である教育委員会等において適切に判断されるべきものであると考えてお

り、政府としては、お答えを差し控えたい。また、お尋ねの教育委員会が教員の採用選

考に係る適性検査において「MMPI」を用いていない理由については、把握していな 蓮

い。

《‐
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用例（問七関連）

． 「○○を有し、かつ､」の例

○衆議院議員階猛君提出法曹養成制度改革に関する質問に対する答弁書（平成SO年1

1月16日）

一の3について

政府としては、新たに養成し、輩出される法曹の質の確保を考慮しつつ、 より多くの

質の高い法曹が社会の様々な分野で活躍する状況になることを目指す観点から、推進会

議決定に基づき、関係省庁のほか関係機関・団体が参加する「法曹養成制度改革連絡協

議会」等を通じて、法曹人口の在り方に関する必要なデータの集積を継続して行い、高

い質を有し、かつ、国民の法的需要に十分応えることのできる法曹の輩出規模について、

輩出される法曹の質の点も含め、検証を行っているところである。

． 「第○項に定める」の例

○参議院議員山本太郎君提出不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不
明確な部分等に関する質問に対する答弁書（平成28年8月15日）

十一の6及び7について

御指摘の「親の教育義務の一環｣、 「教育義務の行使」及び「憲法、条約及びその他の

法に基づく親や保護者の教育権」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答え

することは困難であるが、 日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第五条第一項に

定める保護者のその保護する子に対する普通教育を受けさせる義務を踏まえ、学校教育

法第十七条の規定は、保護者に対し、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の

学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学

させる義務を負わせるとともに、子が小学校等の課程を修了した日の翌日以後における

最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を中学校等

に就学させる義務を負わせているものである。

蓮

． 「欠格事由」の例

○衆議院議員浅野貴博君提出虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分

等に関する再質問に対する答弁書（平成24年7月6日）

十四から十七までについて

「弁護士資格」については、一般的には、弁護士となる資格という意味で用いられて

いると承知しており、弁護士となる資格は、司法修習生の修習を終えた者等、弁護士法

（昭和二十四年法律第二百五号）第四条、第五条及び第六条に規定する者が、同法第七

条に規定する欠格事由のいずれにも該当しない場合に有するものとされている。御指摘

の検事については、平成十年四月に司法修習を終えており、当該欠格事由のいずれにも

該当しない場合には、弁護士となる資格を有することとなる。

また、同法第八条は、弁護士となる資格を有する者が弁護士となるには、 日本弁護士

連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない旨規定しているところ、御指摘

の検事が当該弁護士名簿に登録されているか否かは承知していない。

く
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． 「日本国籍を有する者」の例

○衆議院議員逢坂誠二君提出就籍ならざる無戸籍者に関する質問に対する答弁書（平成
29年2月21日）

四について

二についてでお答えしたとおり、 日本国民であるか否かについては、戸籍の記載の有

無にかかわらず、国籍法の定める要件を充足しているか否かにより決せられるものであ

る。

また、 日本国籍を有する者が、 日本に居住、滞在できることは当然である。

一方、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」

という｡）は、本邦に在留する外国人の在留について規定しているところ、入管法第二条

第二号の規定により、 「外国人」は「日本の国籍を有しない者」 と定義されている。

． 「いない限り」の例

○参議院議員白眞勲君提出日本の北朝鮮に対する独自制裁に関する質問に対する答弁書
（平成18年11月7日）

一の2について

お尋ねは、仮定の問題であり、また、具体的事情が明らかでないため、一概にお答え

することは困難であるが、一般論として言えば、御指摘のような方法で御指摘の物品を

北朝鮮に輸出することは、外国為替及び外国貿易法（昭禾ﾛ二十四年法律第二百二十八号）
その他の法令により規制されていない限り、可能である。

く

． 「することは可能である」の例

○衆議院議員落合貴之君提出空家等対策と支援措置に関する質問に対する答弁書（平成
29年6月20日）

一及び三について

信託法（平成十八年法律第百八号）上は、空家等の所有者等が一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第二条第一号に規定する一般社団
法人等に当該空家等の信託をすることは可能である。

く
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に関する質問に対する答弁書について

文書
■
■患芽号

伺
い
文

標記答弁書について意見がないこととしたので，決裁を願います。

起
案
一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分

起案日 令和2年2月14日

部署

内閣法制局第二部

起案者 池田
土吉
圭同

連絡先

大分類
その他

中分類
その他

名称(小分類）
その他（質問主意書関係）
(令和元年度）

秘密区分

秘密期間終了日

指定事由

｜
決
裁
一
施
行
一
格
付
け
一
保
存

受付日

決裁処理期限日

決裁日

施行処理期限日

施行日

施行先

施行者

取扱上の注意

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

■
■
４
，
《
祠 酒2年2月14日

2

1年未満

令和3年3月31日

決
裁
・
供
覧
欄

第二部
木村陽一（部長） 【済】

第二部
<のぎ清隆（参事官)・ 【済】

備
考
欄

201衆36

2月18日（火）閣議決定予定


